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東北非常通信協議会
防災セミナー2022

災害時における重要無線通信の
確保に向けた取組について

令 和 ４ 年 1 ２ 月
総務省 総合通信基盤局
電波部 重要無線室



はじめに：非常時の通信確保に向けた取組例

非常時 ①災害対策用移動通信機器の貸出
＜被災情報収集、衛星携帯電話等貸与＞

非常時のイメージ（例:災害対策用移動通信機器の貸出）

総務省 重要無線室では非常災害時における重要通信の確保のため、主に下記3つの取組を実施。

災害対策用移動通信機器の貸出の流れ

平時

②非常通信協議会運営
＜訓練・講演・表彰・セミナー等実施＞

③公共安全LTEの推進
＜新たな共同型無線システムの検討＞

平時のイメージ（例:非常通信協議会の運営等）

中央非常通信セミナーチラシ

訓練

講演

表彰
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災害発生時においては、
被災情報の収集伝達から

応急復旧活動の遂行までの一連の活動を実施。

また、平時においてはテロや大災害時には、
公共安全機関の相互の通信を確保し、
より円滑な救助活動が可能とするための
公共安全のためのネットワーク整備

｢公共安全LTE｣を推進。

公共安全LTE



【 本日お話しする内容 】

①【非常時】災害対策用移動通信機器の貸出

②【平時】非常通信協議会運営

③【平時】公共安全LTEの推進



①【非常時】災害対策用移動通信機器の貸出



関係機関等

氾濫してません。

MCA
河川の状況は？

■ 総務省では、非常災害時における重要通信の確保のため、移動通信機器1,662台（簡易無線機1065台、
MCA無線機280台及び衛星携帯電話317台）を全国11箇所に備蓄し、地方公共団体（災害対策本部
等）に貸出しを行う体制を整備。

■ これにより、被災地において、初動期の被災情報の収集伝達から応急復旧活動の迅速・円滑な遂行までの一連の
活動に必要不可欠な通信確保を補完。

簡易無線 1065台
ＭＣＡ 280台
衛星携帯電話 317台

総務省
総合通信局等

地方公共団体、
災害対策本部等

②貸し出し要請
準備完了です。

了解。

簡易無線

③貸出指示

④被災地へ運搬

①災害発生が予測される
場合の需要確認

①’ 災害発生が
予測される場合
の配備調整

被災地

簡易無線
・途中に壁など遮るものがなければ、2～3km程度の通話が可能。
・簡易無線機同士で直接送受信するので輻輳が少ない。

MCA
・屋内でも使用可能。
・MCA中継局がカバーするエリア内で、MCA無線機同士の通話が可能。

衛星携帯電話
・通信衛星を経由して、固定電話、携帯電話、衛星携帯電話との通話が可能。
・使用するときは衛星方向に障害物のない場所を選ぶ必要がある。

備蓄基地等
（全国11箇所）

衛星携帯

災害発生

災害対策用移動通信機器の貸出 5
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災害発生

災害対策用移動通信機器の貸出 6様々な災害対策用移動用通信機器を
全国11箇所に配備

MCA簡易無線衛星携帯電話

孤立集落との情報連絡 防災行政無線設備の被災災害復旧作業時の連絡



主な大規模災害等における災害対策用移動通信機器の貸出実績 7

年月日 災害名 合計
（内訳）

簡易無線機 ＭＣＡ無線機 衛星携帯電話

H23.6 東日本大震災 1403台 1225台 ー 178台

H28.4 熊本地震 82台 45台 23台 14台

H30.7 平成30年７月豪雨 295台 160台 120台 15台

R1.9 台風15号 301台 229台 50台 22台

R2.2 新型コロナウイルス
感染症対応 114台 100台 ー 14台

R2.7 令和２年７月豪雨 158台 150台 ー 8台

R2.9 台風10号 54台 50台 ー 4台

Ｒ3.7 熱海市土砂災害 19台 15台 ー ４台

R3.8 豪雨災害 30台 30台 ー ー

R4.9 台風14号 30台 30台 － －



総務省防災業務計画（平成13年1月6日総務省訓令第42号）（抜粋）

防災基本計画（令和４年６月 中央防災会議）（抜粋）

第３章 災害応急対策
第７節 通信機器の供給の確保

総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課重要無線室並びに総合通信局及び沖縄総合通信事務所は、被災地方
公共団体からの貸出要請に基づき、その備蓄する通信機器を速やかに貸し出すこととする。
なお、災害応急対策を迅速に実施する必要が認められる場合は、被災市町村等からの具体的な要請を待たず、速やかに
通信機器の貸出しに努めるものとする。

（参考）総務省災害対策用移動通信機器の政策的位置づけ 8

第２章 災害応急対策
第２節 発災直後の情報の収集・連絡及び活動体制の確立
２ 通信手段の確保
○国〔総務省，内閣府〕は，非常本部等又は被災地方公共団体からの要請に基づき，通信機器について，移動通信機器
の貸出，関係業界団体の協力等により，その供給の確保を図るものとする。なお，災害応急対策を迅速に実施する必要
があると認められる場合は，非常本部等又は被災地方公共団体からの具体的な要請を待たず，速やかに移動通信機器の
貸出に努めるものとする。



陸上自衛隊と総合通信局との協定例

○ 協定締結時の中国局報道発表
URL:https://www.soumu.go.jp/soutsu/chugoku/fieldinfo/01sotsu08_01001118.html
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陸上自衛隊と総合通信局との災害時等の相互協力に関する協定 10

総務省 防衛省 締結日

北海道総合通信局 陸上自衛隊北部方面隊 H31.3.29

近畿総合通信局 陸上自衛隊第３師団 R2.3.11

中国総合通信局 陸上自衛隊第13旅団 R2.3.19

東海総合通信局 陸上自衛隊第10師団 R2.12.17

北陸総合通信局 陸上自衛隊第10師団 R3.3.9

東北総合通信局 陸上自衛隊東北方面隊 R3.6.30

九州総合通信局 陸上自衛隊西部方面隊 R4.1.19

沖縄総合通信事務所 陸上自衛隊西部方面隊 R4.1.19

○ 協定締結状況



陸上自衛隊と総合通信局との災害時等の相互協力に関する協定 11

総務省 防衛省 締結日
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○ 協定締結状況

大規模災害対応を目的に
空路等での輸送手段を確保するため、
各総合通信局・各陸上自衛隊間で、

「災害時等の相互協力に関する協定」を締結。

自衛隊



令和4年度 各省庁主催防災訓練への参画状況 12

主催 訓練名 訓練概要

内閣官房事態室 大規模水害対処訓練
政府の水害対処能力の向上を図るため、
荒川の破堤により河川が氾濫し、
緊急参集チームが参集されたことを想定した訓練を実施。

消防庁 危険物等災害(石油コンビナート等区域)
対処訓練

大規模な危険物災害の発生を想定した関係省庁の対応等を
確認する訓練を実施。

内閣府防災 政府本部運営訓練 南海トラフ地震が発生し、緊急参集チーム会議、
臨時閣議を実施することを想定した訓練を実施。

総務省 総務省総合防災訓練 南海トラフ地震が発生した際の、
総務省の対応内容を確認する訓練を実施。

内閣府原子力防災 原子力総合防災訓練 地震により原子力発電所が被災した場合を想定し、
対応体制の確認及び臨時閣議を実施することを想定した訓練を実施。

○ 防災訓練参画状況



令和4年度 各省庁主催防災訓練への参画状況 13

主催 訓練名 訓練概要

内閣府防災 大規模水害対処訓練
政府の水害対処能力の向上を図るため、
荒川の破堤により河川が氾濫し、
緊急参集チームが参集されたことを想定した訓練を実施。

消防庁 危険物等災害(石油コンビナート等区域)
対処訓練

大規模な危険物災害の発生を想定した関係省庁の対応等を
確認する訓練を実施。

内閣府防災 令政府本部運営訓練 南海トラフ地震が発生し、緊急参集チーム会議、
臨時閣議を実施することを想定した訓練を実施。

総務省 総務省総合防災訓練 南海トラフ地震が発生した際の、
総務省の対応内容を確認する訓練を実施。

内閣府原子力防災 原子力総合防災訓練 地震により原子力発電所が被災した場合を想定し、
対応体制の確認及び臨時閣議を実施することを想定した訓練を実施。

○ 防災訓練参画状況各省主催の訓練へ積極的に参加。
訓練シナリオ等を作成。

原子力災害対策本部会議での
緊急記者会見の様子（岸田総理）

原子力災害対策本部会議模様

参照：官邸HP https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202211/05kunren.html



②【平時】非常通信協議会運営



非常通信協議会の概要①
１ 目 的
○ 非常通信協議会は、昭和26年７月に電波法第74条に規定する通信（非常の場合の無線通信）の円滑な実施及び
その他非常時において用いられる必要な通信の円滑な運用を図ることを目的として設立（平成７年４月から有線系の通信も所掌）
○ 防災基本計画及び国民の保護に関する基本指針にも規定されている。

＜電波法＞（抜粋）

（非常の場合の無線通信）

第七十四条 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、
人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。

２ 総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。

（非常の場合の通信体制の整備）

第七十四条の二 総務大臣は、前条第一項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画
の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。

２ 総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。

協 議 会 名 組 織 数 等 構成員数

中央非常通信協議会 １組織（総務本省内に設置） 会長：総合通信基盤局長
結成区域：全国 委員長：電波部長 幹事長：重要無線室長 38

地方非常通信協議会 11組織（地方総合通信局単位に設置）
結成区域：各総合通信局等の所管区域 会長：地方局長 1,899

地区非常通信協議会 11組織（四国地方及び九州地方の県単位に設置） 319
合 計 23組織 2,256

非 常 通 信 協 議 会 の 構 成 （令和４年４月現在）

２ 組 織
○ 現在、全国で23協議会が設置されており、合計2,256機関（国、地方公共団体、電気通信・放送事業者、電力会社、
大手免許人等非常通信に関係の深い機関）で構成。

（参考）令和3年4月1日時点 2,191機関
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16非常通信協議会
合計2,256機関で構成

（国、地方公共団体、電気通信・放送事業者、電力会社等）

他2,000機関以上参画

一例 総務省
内閣府
警察庁
消防庁
法務省
林野庁
水産庁
国土交通省
気象庁
海上保安庁
防衛省
・・・

一般財団法人移動無線センター
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
KDDI株式会社
一般財団法人自治体衛星通信機構
スカパーＪＳＡＴ株式会社
一般社団法人全国漁業無線協会
一般社団法人全国自動車無線連合会
全国消防長会
ソフトバンク株式会社
電気事業連合会
・・・

西日本電信電話株式会社
一般社団法人日本アマチュア無線連盟
一般社団法人日本ガス協会
一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟
日本赤十字社
日本通運株式会社
日本電信電話株式会社
日本放送協会
一般社団法人日本民間放送連盟
東日本電信電話株式会社
独立行政法人水資源機構
楽天モバイル株式会社
・・・



３．活 動

（１）非常通信ルートの策定
非常時にも円滑な通信が行えるよう、国、地方公共団体、主要な電気通信事業者、電力会社等、

非常通信に関係の深い機関の協力を得て非常通信ルートを策定。

（２）非常通信訓練の実施等
災害発生時の公衆回線の途絶や輻輳、商用電源の停電など、被災想定地と災害対策本部等の

情報伝達が行えない場合を想定し、非常通信協議会構成員の保有する回線を活用して被害情報等を
伝達する非常通信訓練を実施。
また、訓練結果を踏まえ、非常通信対応マニュアル※の見直しを実施。

※非常時の情報伝達や相互支援、非常通信ルートの運用等が円滑に行えるよう、地方公共団体において具体的な対応をマニュアル化したもの

（３）非常通信体制の総点検
非常時における円滑な通信を確保するため、無線局の設備、運用体制等について総点検を実施。

（４）周知啓発活動、表彰の実施
• 年度末に総会を開催し、当該年度の活動内容の振り返り及び次年度の活動計画を策定。
• 非常通信の体制整備等の重要性の一層の周知・啓発を図ることを目的とし、セミナー、講演会、施設見学会
等を実施。

• 非常通信の実施に関して、特に推奨するに足りる功績のあった者等に対し表彰を実施。

非常通信協議会の概要② 17
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非常通信協議会の概要② 18災害発生後の迅速かつ的確な
情報収集・伝達は極めて重要なため、
非常時の情報伝達ルートを策定。
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通常の通信手段による情報伝達が

できない事態を想定し、
非常時における円滑な通信の確保に資するため、

都道府県ごとに非常通信訓練を実施。



非常通信協議会の概要①
１ 目 的
○ 非常通信協議会は、昭和26年７月に電波法第74条に規定する通信（非常の場合の無線通信）の円滑な実施及び
その他非常時において用いられる必要な通信の円滑な運用を図ることを目的として設立（平成７年４月から有線系の通信も所掌）
○ 防災基本計画及び国民の保護に関する基本指針にも規定されている。

＜電波法＞（抜粋）

（非常の場合の無線通信）

第七十四条 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、
人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。

２ 総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。

（非常の場合の通信体制の整備）

第七十四条の二 総務大臣は、前条第一項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画
の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。

２ 総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。

協 議 会 名 組 織 数 等 構成員数

中央非常通信協議会 １組織（総務本省内に設置） 会長：総合通信基盤局長
結成区域：全国 委員長：電波部長 幹事長：重要無線室長 38

地方非常通信協議会 11組織（地方総合通信局単位に設置）
結成区域：各総合通信局等の所管区域 会長：地方局長 1,899

地区非常通信協議会 11組織（四国地方及び九州地方の県単位に設置） 319
合 計 23組織 2,256

非 常 通 信 協 議 会 の 構 成 （令和４年４月現在）

２ 組 織
○ 現在、全国で23協議会が設置されており、合計2,256機関（国、地方公共団体、電気通信・放送事業者、電力会社、
大手免許人等非常通信に関係の深い機関）で構成。

（参考）令和４年4月1日時点 2,191機関

20

全国非常通信訓練参画機関

47都道府県、134市区町村、中央省庁、
電力会社等の関係機関が参加

11月16日（水）
鳥取県（３）、山口県（２）、香川県（２）、高知県（２） 内閣府、消防庁、海上保安庁、防衛省、四国電力送配電（株）、東京電力ホールディングス（株） 等

11月22日（火）
栃木県（２）、群馬県（２）、埼玉県（２）、千葉県（３）、大阪府（２）、和歌山県（１）、島根県（３）、広島県（２）、福岡県（２）、
佐賀県（１）、長崎県（１）、内閣府、消防庁、警察庁、国土交通省、海上保安庁、防衛省、東京電力ホールディングス（株） 等

11月24日（木）
北海道（17）、青森県（３）、岩手県（４）、秋田県（１）、山形県（２）、神奈川県（３）、静岡県（４）、愛知県（２）、宮崎県（１）、鹿児島県（１）
内閣府、消防庁、警察庁、国土交通省、海上保安庁、防衛省、東北電力ネットワーク（株）、東京電力ホールディングス（株） 等

11月29日（火）
宮城県（５）、福島県（２）、滋賀県（１）、京都府（２）、兵庫県（６）、奈良県（２）、岡山県（２）、徳島県（２）、愛媛県（２）、熊本県（１）、大分県（１）、
沖縄県（10）
内閣府、消防庁、警察庁、国土交通省、海上保安庁、防衛省、関西電力（株） 等

11月30日（水）
茨城県（２）、東京都（２）、山梨県（１）、新潟県（２)、長野県（２）、富山県（５）、石川県（６）、福井県（６）、岐阜県（２）、三重県（２）
内閣府、消防庁、警察庁、国土交通省、防衛省、東京電力ホールディングス（株） 等

※()内参加市町村数
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地方非常通信協議会（約2,000機関）を対象に
非常災害時における通信及び

放送の確保のため、点検の日を設定。
無線局運用体制や設備等について
非常通信実施体制の総点検を実施。

点検事項 主な点検項目

ア．無線設備

送受信装置 送信電力低下や周波数のずれ 等
操作系 コネクタ、ランプ、スイッチ、メータ等不良 等
監視制御装置 監視機能や制御機能の動作不良 等
電源部 コンバーターの不良や部品の劣化 等
設置（保管）場所 耐震対策の未整備、津波及び豪雨等による浸水対策不良
付属装置 ＦＡＸ、映像伝送装置等の不良、連絡線の不良

イ．空中線（アンテナ） 空中線の破損や空中柱老朽化 等
ウ．通常電源設備（固定する無線局） 配電盤・変圧器の不良や耐雷対策・耐震対策の不良 等
エ．非常用電源設備（固定する無線
局） バッテリー不良や燃料不足、定期交換未実施 等

オ．電源設備（移動する無線局） 可搬型無線機のバッテリーや電源ケーブルの不良 等
カ．管理体制 非常時要員連絡体制、通信訓練実施、保守委託業者連絡体制 等
キ．有線設備（非常通信ルート） 交換機、サーバ、ルーター等の不良 等
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非常通信協議会の取組の
一環として非常通信の実施を
中心とした防災対策への理解と
知識を深めることを目的とし、
平成８年度から開催しており、
今年度で23回目の開催。

今回のセミナーでは、
アクセンチュア株式会社
株式会社三菱総合研究所
の２者から、
それぞれの具体的事例を含めた
防災対策等を紹介。



③【平時】公共安全LTEの推進



公共安全ＬＴＥ（ＰＳ-ＬＴＥ※） * Public Safety - LTE

• 警察・消防等の国・地方公共団体
の機関や、電力事業者等の指定
公共機関等が、音声通信を中心と
するシステムを独自に構築。

• 各機関が個別に整備するため、
- 関係機関間の円滑な情報
交換に課題

- 高コストになりがち

ＰＳ－ＬＴＥ従来の公共業務用無線

・ 携帯電話（ＬＴＥ）技術を活用し、音声だけでなく、
画像や映像等の送受も可能

・ アプリ等を利用して公共安全機関の間で円滑な情報交換が可能

 災害発生時等において、防災関係機関相互の円滑な通信や情報共有を確保するため、従来の専用の業務用
無線機を用いる音声を中心としたシステムに代わるものとして、携帯電話（LTE）技術を活用した無線システムの
導入が世界的に進んでいる。（導入済み：米・英・韓など8カ国、整備中・導入検討中：独など32カ国）

 世界的に標準化され広く普及した技術を活用することで、多様なアプリの利用や調達の低コスト化等が期待。
 我が国でもPS-LTEの実現に向け、関係府省庁等の参画を得て機能検証等を進めてきた。

公共安全LTE

24



公共安全ＬＴＥ（ＰＳ-ＬＴＥ※） * Public Safety - LTE

• 警察・消防等の国・地方公共団体
の機関や、電力事業者等の指定
公共機関等が、音声通信を中心と
するシステムを独自に構築。

• 各機関が個別に整備するため、
- 関係機関間の円滑な情報
交換に課題

- 高コストになりがち

ＰＳ－ＬＴＥ従来の公共業務用無線

・ 携帯電話（ＬＴＥ）技術を活用し、音声だけでなく、
画像や映像等の送受も可能

・ アプリ等を利用して公共安全機関の間で円滑な情報交換が可能

 災害発生時等において、防災関係機関相互の円滑な通信や情報共有を確保するため、従来の専用の業務用
無線機を用いる音声を中心としたシステムに代わるものとして、携帯電話（LTE）技術を活用した無線システムの
導入が世界的に進んでいる。（導入済み：米・英・韓など8カ国、整備中・導入検討中：独など32カ国）

 世界的に標準化され広く普及した技術を活用することで、多様なアプリの利用や調達の低コスト化等が期待。
 我が国でもPS-LTEの実現に向け、関係府省庁等の参画を得て機能検証等を進めてきた。
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25【再】テロや大災害時には、
公共安全機関の相互の通信を確保し、
より円滑な救助活動が可能とするための
公共安全のためのネットワーク整備

｢公共安全LTE｣を
総務省 重要無線室を中心に推進。
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